
「平成１６年度硝酸性窒素浄化技術開発普及等調査」 

対象技術の公募要領 

 

１．硝酸性窒素浄化技術開発普及等調査の目的 

 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は、平成 11 年に地下水の水質汚濁に係る環境基準に

追加されたが、他の項目と比較して環境基準の超過率が高い状況にある。 

硝酸性窒素による地下水汚染は、施肥、生活排水、家畜排泄物等、汚染原因が多岐

に渡り、汚染が広範囲に及ぶ場合が多い。硝酸性窒素による地下水汚染対策として、

窒素負荷低減対策とともに、汚染された地下水の浄化対策を推進していく必要がある。 

 硝酸性窒素による地下水汚染の浄化技術については、いくつかの技術で浄化の効果

が確認されているものの、面的に広がりのある汚染に対する効果については検証がな

されていない。このため、様々な地域特性を持つ汚染地域において、浄化技術のフィ

ールド実証調査を実施し、面的な汚染を効果的に浄化するための手法を確立する。 

 

２．実証調査の概要 

 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素による地下水汚染がみられる地域において、実用化の

段階にある浄化技術のフィールド実証調査を行い、技術の有効性・経済性等を評価し、

浄化処理能力、安定稼働条件等を検証する。 

 

３．応募対象技術 

 地下水の水質汚濁に係る環境基準項目である硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素により

汚染された地下水を効果的に浄化することができる技術を対象とする。原位置浄化

技術、揚水浄化技術、地下浸透段階で浄化する技術等の浄化技術の内、面的に広が

りのある汚染に対応できる技術とする。 

 ただし、基礎的な技術開発を目的とするものではなく、現在実用化段階にある技

術を対象とする。 

 なお、実証期間は半年程度となるため、期間内に確実に効果が得られる技術であ

ることに留意すること。 

 

４．応募者（機関）の要件 

①以下の機関に所属するメンバーなどで構成されたプロジェクトチームの代表者（国

内の機関に限る）であること。 

・ 民間企業（日本の法人格を有すること） 

・ 独立行政法人試験研究機関 

・ 学校教育法に基づく大学 

・ 民法第 34 条の規定に基づき設立された公益法人 

②環境省と請負契約を締結することが可能な機関であること。 

③調査に必要な設備・研究者を有すること。 

④実証フィールドを国内に有すること。 

⑤国または独立行政法人等の調査費等で、同種の実証調査を現在行っていないこと。 



 

５．応募方法 

 別紙応募票の各項目について記入したもの及び関連資料（機関に関する資料、技術

に関する資料、過去３年間の営業実績に関する資料等）を、下記応募先まで郵送にて

提出すること。 

 応募の締め切りは９月１日（水）必着。 

 

６．選考 

（１）選考方法 

 応募された技術については、学識経験者により構成されている「硝酸性窒素浄化技

術開発普及等調査検討会」において厳正な審査を行い、採択する技術を決定する。 

 審査は書類選考及びヒアリング審査からなる。ヒアリングの日程等は、個別に連絡

する。なお、応募条件を満たさない技術（本調査の目的と合致しないもの、対象技術

ではないもの、応募者の要件を満たさないもの等）については、書類選考において不

採択とする。 

 審査においては、以下の点を中心に評価を行うこととする。 

＜技術の審査・評価基準＞ 

・ 技術の有効性（広がりのある汚染を確実に浄化できる技術であること等） 

・ 技術の経済性（コスト面から効率的に浄化できる技術であること等） 

・ 周辺への環境影響・安全性 

・ 技術の適用対象（気候条件、地質条件、土地利用状況、飽和帯・不飽和帯等） 

また、これまでの浄化実績、実証フィールド（地域の特徴、汚染の状況等）に関す

る情報、応募機関の経営基盤（調査を着実に継続し、実施できる経理的な基礎がある

こと等）についても、選考に当たって考慮されることとする。 

（２）留意点 

採択された技術については、実証調査終了後、上記項目（技術の審査・評価基準）

について改めて評価されることとなる。 

なお、選定結果については、応募者に個別に通知をするとともに、採択技術につい

ては公表する。選定経過については非公開とし、問い合わせには応じられない。 

平成 16 年度は、２技術程度採択することとする。 

 

７．採択された技術の実証調査について 

（１）実施方法 

 実証調査については、実証調査計画の作成、実証調査結果のとりまとめを含め、「硝

酸性窒素浄化技術開発普及等調査検討会」の指示に従い行うこととなる。 

 また、実証調査は、採択された技術の応募機関と環境省との間で請負契約の手続き

をとった上で実施する。 

（２）費用負担 

環境省との請負契約の上限額は、応募実証調査１件につき、８百万円とする。この

金額は、原則として技術の実証・評価のために必要な費用（例：現場実証調査におけ



る分析費用や実証結果報告書作成の費用）として用いることとする。浄化技術の実証

フィールドへの設置費用、撤去費用等は、応募者の負担とする。 

（３）実施場所 

 実証調査におけるフィールドは、各応募者が準備すること。（環境省で実証フィー

ルドを用意することはできない。また、実証フィールドを有しない場合は採択できな

い。）実証調査の実施に必要な周辺住民等との調整は応募者が行うこと。 

 なお、採択された場合は、実証フィールドが公表されることとなる。 

 また、実証フィールドについては、汚染の状況、汚染の原因等を把握していること

が望ましい。 

（４）実施期間 

 原則として単年度とする。 

（５）実証調査結果の評価 

 実証調査終了後、応募者は報告書のとりまとめを行うとともに、「硝酸性窒素浄化

技術開発普及等調査検討会」において実証結果及び実証技術を評価されることとなる。 

 

８．スケジュール 

 概ね以下のスケジュールで進める予定。 

・ 平成 16 年９月１日 公募締め切り 

・ 平成 16 年９月中旬 ヒアリング審査（東京）、選定 

・ 平成 16 年10月予定 実証調査開始 

・ 平成 17 年２月予定 実証調査のとりまとめ、評価 

 

９．その他 

・ 特許に関する調整事項がある場合は、事前に調整を済ませること。 

・ 本調査に関する情報については、可能な限り公開とする。公開できない情報につ

いて別途相談すること。 

・ 本調査の成果は環境省に帰属する。（学会発表等を行う場合は、事前の協議が必要

となる。） 

・ 本調査の実施に際し、浄化機器の故障、破損等の損害が発生した場合、第三者と

の間に係争が生じた場合等は、環境省は一切の責任を負わない。 

 

１０．問い合わせ及び応募先 

〒100-8975 東京都千代田区霞が関 1-2-2 

環境省水環境部地下水・地盤環境室 

「硝酸性窒素浄化技術開発普及等調査」担当 

TEL: 03-3581-3351(内線 6675) 

FAX: 03-3501-2717 

 


